
榎戸土地区画整理事業の| ■ 1 1 !

進みぐあい及び今後の進め方について

(お知らせ)   . ‐

・
      平成 8 年 1 1月 2 6 日

稲城市役所 都市建設部区画整理事業課

谷 0 4 2 3 - 7 8 T 2 ‐1 1 1 1 内線 3 4 3

初冬の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  ‐■    |    1 1・|  |       |

さて、榎戸土地区画整理事業に対しましては、平素より皆様のご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。     一

本事業も平成6年 1 2月に仮換地決定のお知らせを行い、道路工事等の事業を進め仮換地指定の拡大を図っております。

しかしながら、パブル経済崩壊後、我が国の経済状況は極めて深刻きを増しておりヽ 当市の行財政運営にも大きな影響を

及ぼし、人由ゃ財政規模の大幅な減は、市の第2次長期総合計画あ見直しをせざるを得ずヽ作業を進めて来たところでご

ざいます。 ‐   
|    1   1  1           ‐ ‐      ‐     | ‐

1第2次長期総合計画の期間となっております平成1 2年度まであ事業ボリュニム枠を大型事業を中jいに精査し、この間

事業の停滞がないように進めていく所存でございます。また、平成1 2年度以降にうきましては、現状のままの延伸では

なく財源確保を図りつち順次事業を拡大していく必要があると考えておりまする現在ヽ市施行の区画整理事業は5地区 (

榎戸、矢野田駅周辺、稲城長沼家周辺( 南多摩駅周辺く百村) のほか、組合施行等3t地区計8 カ所、約9 5 h a が実施中

となっており、今後予定している事業は、,1ロヒ下地区 (百村) ヽ東京都施行の坂浜平尾地区等7 カ所約3 6 0 h a となっ

ております古                 |

榎戸地区につきましては、すでに仮換地決定のお知らせを行い、一部道路工事も実施しており、今後とも国、都の財源

確保を図り謀題解決に向けて積極的に取り組み事業を進めてまいりたいと存じます。

皆様のご理解とご協力により、本事業が円滑に進みますようよろしくお願い申し上げます。

今回のお知らせにっきましては、仮換地決定のお知!らせ以降第2次長期総合計画の見直しの実施から、本事業の進みぐ

あいや課題事項、また:、今後の事業の進め方等につきましてお知らせをすることといたしました。

また、今後も本事業の全体の状況につきましては節目節目にお知らせしてまt りヽたいと考えております。

1.
‐
事業あ進みぐあし`, ・道路工事の進みぐあい

!
                  ‐      

‐   ‐

道路工事は平成6年度より実施し、今日までに通学路等の交通安全確保を図るため、三沢側南側の 「西の橋」付近を中

心に事業を進めてまいりました。平成7年度までに3件4 8 2 . 3 m が完了し、平成8 年度は国の補助金の継続的確保を

図るため、帝自通信 (株) 社宅北側等3件約3 2 0血の工事を実施しております。              
「  !

工 事 件 名 道 路 延 長 工 事 箇 所

道 路 第 1 号 工 事 2 9 5 . l m 三沢川南側 西の橋付近 6年度完了

道 路 第 2 号 工 事 8 0 . l m 三沢川南側 西あ橋付近 6 年度完了

道 路 第13 号 工 事 1 0‐7 . l m 三沢川南側 西の橋付近 7年度完了

道 路 第 4 号 工 事 1 1 7 . O h 三沢川南側 西の橋付近 8年度実施 _

道 路 第 5 号 工 事 1 9 4 . O m 帝国通信 (株) 社宅北側 8年度実施

道 路 第 6 号 工 事 9 . O m 矢野口橋北側都道ランド線沿導 8 年度実施

※ 4ぺ■ジの図を参照下さい。

2 . 仮換地指定の進みぐあい

仮換地指定は平成 6年 1 2 月よりf 部指定を行い、平成 8年度末には1‐5画地約 7 , 9 9 2 斎の指定を予定していますと

街 区 番 号 仮 換 地 指 定 面 積

1 1街区 9 6 4 斎

1 2 街区 1 9 3 3  ゴ

2 5 街区 9 0 4  ポ

3 3 街区 6 3  斎

街 区 番 号 仮 換 地 指 定 面 積

3 4 街区 7 4 4  斎

3 7 街区 2 5 0 0 3  ポ

3 8街区 1 , 3 8 1  斎

※ 街区番号は4ページの図を参照下さい。
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3 . 用途地域の見直 し及び地区計画について
‐

地区内の用途地域の見直し及び地区計画については、都市計画変更の手続きが必要であり、地区内の生産緑地の変更に

つt てヽも併せセ手続きを行います。片薄緑地の変更について感案となっておりましたが、ここで素案あ整理ができてまい

りましたのでく平成9年3月までには全体説明会を開催する予定でおります。              !  !

4 . 稲城市第2次長期総合計画の見直しに伴う平成1 2年度までの事業計画について        1 
1
 「

市の第2次長期総合計画 (平成3年度｀平成 1 2年度) も、今日の厳しい社会、経済状況の中t 事業ボtリューム枠を大

型事業を中心に精査し、第2次長期総合計画の見直しをしてまいりました。   ‐             !

区画整理事業につきましてもヽ 当面、平成 1 2年度までの事業の範囲を設定せざるを得ないため、広域的な視点及び関

連する事業等を勘案して、整備計画を立案しており.ます。1榎戸地区につきましては、現状の道路の道幅が狭いためヽ工事

搬入路の確保や、生活基盤である水道管、下水道管の埋設を行うため、地区の骨格である尾根幹線 (多3 ・1 ・6号線)

そ
?
付近の仮

空
地指定の拡大を進めてまいります。このため、関係する権利者

の皆様には事業計画にもとずき順次説明をさせていただきます。                  ‐

なお、平成 1 2年度までの事業箇所については、4ページの図の斜線箇所を予定しております。平成 1 3年度以降につ

きましては、この間に精査し、‐補助金導入を前提に他事業と調整のうえ進めてまいります。           i

5 . 権利者の方からの問い合わせ、意見等について

延長 6 9 7 m 、幅員 2 5 ～ 2 8 m 、 4 車線沿道土地利

用を図る平面道路とし、シンポル軸の形成と沿道地域

を含め景観に配慮じ歩行者空間の確保をすることとな

っておりまする
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質問 :仮換地の見直しはできないか        ―
i

回答 :仮換地の決定通知をさせていただいた計画で進めさせ

ていただきます。

質問 :仮換地指定後の移転、工事等までの手続きについては

回答 :移転をお願いする前に建物や工作物等を調査します。

補償金額の積算一移転の工法説明T 補償金額の提示‐

協議書類取り交わしT 移転工事着手と同時に補償金の

一部支払い一移転完了後補償金の残額支払い。

(2 ) 醇 に歪韮革て|

質問 :工事の計画はどうなっているのか

回答 :当面尾根幹線 (多3 ・1 1 6号線) を含む関連する範

囲を中心に整備を進めてまいります。

質問 :全体事業はいつ頃完了するのか

回答 :今日の厳しい経済状況の中、平成 1 2年度までの工事

を進めさせていただき、その後の工事については、早

期に事業が完了するよう更に国、都の補助金確保に努

めてまいります。         !

(3 ) 躍舞韓館鍵華韓妻荘:妻:]華華:α素勢断遊妻:笙:車韮章【!

質問 :位置づけはどうなっているのか

回答 :昭和4 1年 1 2月都市計画決定され( 榎戸地区内は、

構造等計画についてはどうなちているのか

平面で片側2車線で歩道は両側に確保する構造となっ

ております。

安全対策についてはどうか

都市景観の形成( 防災上を考慮し市民が安全で快適な

都市生活が送れるよう障害者や子供、高齢者等に優し

い道路づくりを進めてまいります。

公害等の対策についてはどう図られるのか

市域内での幹線道路の通過車両を円滑に処理するため

南武線の高架化、多摩川原橋、1是政橋等の早期整備に

努めていく。また、騒音、振動等の公害対策に配慮し

た街づくりを進めてまいります。

交通対策についてはどう配慮されるのか

多摩中央警察署や将来道路管理者となります東京都と

協議を行いく交通安全対策を図っていきます。

地下化することができないか

既に平面道路とした全体の土地利用計画となっており

ます古地下化をした場合、出入田部分の道幅が広く必

要となり( 道路面積も増え、都市計画変更が必要とな

ります。また、排気及び道路排水等構造上の問題く今

日まで積み上げてきた土地利用計画( 換地計画、下水

道計画等区画整理上から地下化は困難です。

質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答
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位置づけはどうなっているのか

昭和5 7年から意向調査や検討機関を設置し、全体説

明会等により梨の里榎戸地区のシンボル道路 f水と緑

の回廊」のメインゲ= 卜、植栽、親水性を取り込み白

ミユニティ軸の形成を図り矢野口公園と吉方公園を結

ぶ一体的な広場空間として整備する計画としておりま

す。そ            
―   ! !

幅員の箱小についてできないか‐

榎戸地区のテーマである 「水と緑の回廊」を骨格道路

としております。また、国、東京都の補助金対象道路

として補助金を導入しておりますので財源確保の問題

から現在の計画で進めてまいります。

どのような設計になるのか

住民の皆様のコミュニティの場として利用できる広場

空間及び歩道空間の確保をし、親水機能の施設等を計

画しております。具体的な整備内容については、この

地区の顔となるよう関係者のご意見等を反映してまぃ

ります。

補償内容はどのようなものがあるのか

建築物の移転に要する費用

工作物の補償 (門塀( 庭木等)tの移転費

営業補償 (移転期間中の給与、賃金等の休業手当て)

家賃減収補償 (移転期間中の家賃歳収相当額)

動産移転補償 (家財、商品、道具等の運搬費)

仮住居補償  (移転期間中の仮住まいに要する費用)

農作物補償  (農作物等の補償)     
!

その他あ補償 (移転に伴う雑費、墓地改葬に伴う費用)

移転するときの補償はどのような手順で進められるか

移転をお願いする前に建物や庭木、塀等の調査、市停

算定、補償協議、承諾書取り変わし、移転着手、移転

完了ヽ補償金の支払いとなります6     ‐

補償金額の提示の時期はいつになるのか

移転をお願いする前に建物や工作物等を調査してから

補償金額を積算いたします。そ? 後、補償金額を提示

t 協議させていたギ= ますと 
‐
  | . l  t

襲寒寒誇華態:    |     | ‐
::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::t::

清算金とはどのようなものか   !

清算金とは、整理前の土地の評価ど整理後の土地 (換

地) の評価が異なる場合、その差分を清算金として、

懲収または奈付するこ告に■りますP キたが多緩和々

受けた宅地にたいしては、通常受けるべきが歩分が清

算金として徴収となります。     | ‐ 
i

清算金はいくらになるのか 
‐

事業が'まぼ完成に近t 時`点の固定資産税や相続税を参

考に、評価員の意見を開いて決めまする

清算金の堤示の時期は

区画整理事業がほぼ完成に近い時点になります。

登産憲鎖につ韮I護|

生産緑地あ変更等手続きにういては

市あ都市計画上総合的な観点から判断し、平成9年度

に'ま都市計画変更の手続きをしてまいります。

質問

回答

質問

回答

(6 )

質問

回答

質問

回答

質問

回答

(7 1

質問

回答

間

答

質
・
回

質問

回答

質問

回答

( 5 )

質問

回答

区画整理に関してのご相談がありましたら、お気軽にご連絡下さい:

連絡先 稲城市役所 3階 区画整理事業課

奮0 4 2 3 二7 8 - 2 1 1 1 内線3 4 3

今後も道路工事く整地工事、建物移転等を進めてまいりますので、

ご理解とご協力をお願いいたします。          !

３
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榎戸土地区画整理事業
の.お 知 ら せ

日   田寺

場  所

9 年 3 月 3
t
 O 日 ( 日 )

早春の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

榎声土地区画整理事業に対しましては、平素より皆様のご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます占

用途地域は、都市計画法に基づき、建築物の用途、建太い率ヽ容積率及び各種の高さを定める制度ですo 平成4年6月

に都市計画法と建築基準法の一部が改正され、‐この用途地域が住居系を中心に細分化となり、!平成8年5月3 1 日より現

在の新しい用途地域が施行されてきておりますが、榎戸地区については、区画整理に伴う一連の都市計画手続き中であつ

たため、新しい用途地域への見直しがされておりませんでしたので、今回行うものです。      | ■

地区計画は、区画整理事業により、まちづくりの基盤となる道路ゃ公園の都市施設を整備していきますが、まっづくり

にあた→ては、用途地域だけでなく、現況の建物利用実態等を考え、権寿1者の皆様が防英上から又日常も安全で住みよい

環境に向けて、‐地区計画として一定のル= ルを定めるものです。

ここを、榎戸地区内あ用途地域変更あ見直し案及び地区計画案をまとめまt たので、全体説明会を次のとおり開催いた

します。         
・                  ‐        |      ‐

〔全 体 説 明 会 〕

平成9 年 3 声 1 4 白

稲城市役所 都市建設部区画整理事業課

a 6 4
!
2 3 - 7 8 - 2 1 1 1‐ 内線3 4 3

午千市 1  0 日寺 A 靖 卜台庁

(土曜白、日‐建日ヽ 祝祭白を含みますo )

成
〓

平

宥雷塊尭百子ギナ身害 3 ‐
引戸毎諄を室 存ヽ学事食旨

お車でのご来場はご遠慮下さい

スリッパは用意してあります

※ 重塑 整 茎 由 上 二 ≧ 立 立 空 筆 鐘 堅 襲 塑 韮 碁 立 空 重 ‐

″メ 七
｀

ぉ 奉 セら 卜 き ぃ ハ

袋

事 事 委 十F由変 更 維 ‐覧 の お I Er ら せ

今回の事業計画変更は、平成5年7月に仮換地供覧を行い、皆様より頂いた意見をまとめ、‐それをもとに平成6年112

月に仮換地決定のお知らせをしたとおりあもあを変更するものですと内容はヽ その時た整理した道路、公園等の位置変更

を行つものです。 (野にお知, せして|ある保換地を容更するものではありません。)              i

なお、この事業計画を定めるために、土地区画整理法第 5 5 条 (事業計画の決定及ぴ李再) ? 規定,こ▼■がつて 4ヽ つ

とおり縦覧!こ供します。 1     
‐

| ‐       ‐

縦 覧 期 間  平成9年3月1 7 日(月)
i～3月3 0日 (自)

縦 覧 時 間   午前9時0 9分～午後5時9 01分 ‐

縦 覧 場 所   稲城市役所  3階  区画整理事業課   |

意 見 提 出   縦覧に供した事業計画にちいて、ご意見がある場合は、平成9年31月1 7 日から′4月1 3 日までに

t  東京都知事に意見書を提出することができます。! (土地区画整理法第5 5条第2項)    |

用途地域変更及び地区計画案の説明会を行いま

沢

士
託

一

京王よみうリカド1駅



用途地域

用 途 地  「域 とr tま 、 都 市 計 画 法 |こ 基 づ 宅当 、 都 市 機 能 の 維 持 増 進 、

住 環 境 の 保 護 を 目 的 と し た 、 土 地 ? 合 キ お t rJ―用 を 図 ゃ ■ ゃ
、 建

築 物 の 用 途 、 建 べ い 率 、 容 積 率 及 び 各 種 あ 高 さ ,こ つ しヽて t rJ 限 を

行 う ま ち づ く
|
り1 の 率 本 と な る 制 度 で す る         ‐

榎戸地 区の用途地域 の見直 し方針

ま ち に は 、 生 1活 、 商 業 及 び 産 業 等 の 活 動 の 場 = な る い ろ い ろ

客 建 築 物 が 建 っ て い ま す が 、 こ れ ら の 建 築 物 が 無 秩 序 に 牽 マ と ‐

毎子モ筆 'l‐4 、 ・快 封重・性 、 利 を重程圭ィ事 とデー 均宅カミ嘉累イヒ し 、 を主Zチ|=  く ―い き官 ち ,こ  |

な っ て し ま い ま す 。 そ こ で 住 み や す く 安 全 な ま ち とな る よ つ に 、

榎 戸 地 区 |ま 、 次 の と真 う な 方 針 |こ よ り 戸ヨ途 地 域 変 更 案 と L/ て 定 め

た も てつ で ,
~

。

①  榎 戸 地 区 は 、 既 に 市 街 地 を 形 成 し を い る の で 、 現 況 の 建 物

状 況 、 敷 と也 規 発案 事々 壬々 身考 妬ま Rう 、 多声 一一 茉重 イ氏 月雷 往 居 専 用 逸 堪残ブか ら 準

イー 居 地 域 孝 で 、 下 図 の よ |う に 区 分 を し 、 適 用 す る 建 ギ い 挙 t

容 積 率 を 許 定 す る 0

②  根 幹 と な る 幹 線 章 海 浴 道 は 、 周 辺 と の 挙 合 を 図 つ と と → に 、

有 効 な 浴 道 利 用 、 高 度 利 用 を 促 進 し つ つ 、 住 居 と し て の 季 境  i

も 確 保 し た 用 森 と す る 。

用  モ奪=  地  域  変  更   ( 案 )

用 途 地 域 容積率/ 建べい率

準住居地域 2 0 0 / 6 0

第二種中高層

住居専用地域

2 0 0 / 6 0

第二種中高層

住居専用地域
1 5 0 / 5 0

第T 種中高層

住唐専用地域
1 5 0 / 5 0

第一種ほ層

住居専用地域
1 0 0 / 5 0

用 途 地 域 区 豊

二種中高層住居専用地域
(2 0 0 / 0 0)=

~



地 区 計 画

i 地 区 計 白 をま 、 著再市 言十 F由『法 をこ 基 づ き 、 各 地 区 ギ と 「を 対 象 ″= 士也 力究

の 特 性 を 重 視 し 、 往 民 の 恵 見 を 踏 ま え な か ら 策 定 す る 具 体 的 な

ま  ち ィづ く り の ル ー  ル  c r す 。               
:
                     !

用 途 地 域 と 比 べ て 、 ょ り き め あ れ か い 地 区 あ 隼 性 た 広 と え 蓬

築 物 の t rJ 隈 や 誘 導 を 行 う こ と に よ っ c t 地 域 の 皆 様 が 、 安 全 で

住 ろによ【い 宅轟 を竜 と ■井 る た め あ t r」涯莞
ヤ奮 i芳 。           

(   ‐   !

榎 戸 地 区 に お け る地 区計 画 の方 針

榎 戸 地 区 じま 、 既 に 市 衛 地
!
を 形 成 し て い る こ と か ら 、 地 区 を , 4

- の 地 区 に二区 分  ( ① 往 ―
~  ‐ 商 業 復 合 地 E垂 、 (動 ン合 !‐目 住 宅 | ‐ 中 月書 イ手

宅喜封ヒ区王、 《∋ 在氏 病書 イ章 =喜 地 E垂  ( A ) 、 (9 ■氏 源雪 妊王 筆毒 士ヒ E玉  ( :3 )  )  し 、

各 区 分 に お け る ま ち づ く り 1計 画 を 策 定 す る _ ‐ 1

0  ィ主 宅 ‐ 商 業 復 合 地 区 … ・‐商 業 ‐ 業 務 施 設 等 の サ エ ビ ー 施 設

を 幸 体 と し ィ う 、 住 宅 も 共 存 す る 利

便 ・性 の 高 い 在主 t宅 ■‐ 商 業 復 合 地 区 を 形

■が こ
―
す る と      、

・… 商 業 施 設 を 兼 ね た 中 層 住 宅 に よ る

良 好 な 沿 道 住 宅 ‐ 中 層 年 宅 地 区 を 形

成 す る 。 ‐        !
‐

   |

・・・色 階 以 千下 の 低 層 1主 宅 及 び 低 層 集 合

住 宅 を キ 体 と す る 低 唐 住 宅 地 区 を 形

成 す る 。

・… 声 建 て 往 宅 を 主 体 と す る 低 層 住 宅

鋼 既 区 を 形 成 す る 。

地 区 計 画 の 内容

〇 ⌒一〇 の 内 容 を 各 区 分 こゴ と= ,こ 分 け  こ 定 め る 。

α)   吏圭掌喜杉コ筆吾α) 斥ヨ転き待U に長

(その地区によ さわ しい用途の建築物をきめ細か く誘導 しますと)

の  建 築 物 の 延 ボ 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 す る 害」合 の 最 !高 限 度

( 2 段階の容積率 を定め、道路などが整備されたところか ら高い方の容積率を適用 し、土地の有効利用を誘導 します。)

〇  建 築 物 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度

(敷地の細分化を防止 し、良好な環境を守 ります。)

④  昏 面 の 位 置 の t rJ 限     |

(道路や隣地か らの建築物の後退距離を定め、空間をとります。)        
‐

kま 蓬薬物 :等ち高 ―ぎあi革 嵩 直 崖| 
~ V

I=「| ■ ~ ‐ 丁 ~
■ T ‐ 子|

(良好な環境の形成を図るため、建築物等の高さを制限します。)            ‐

⑥  建 築 物 等 の 形 態 又 は 意 匠 の t rJ 隈
! !      |     |

(地区にふさわしい景観とするよう色彩、看板、広告物等の制限をします。)       ‐

〇  か き 又 は き く の 構 造 の 制 限

t   (生垣やフエンスにより、安全で酒いのある衡並みへ誘導します。)

今 後 の 予 定

今 後 封 ま 、 半 成 9 年 1  0 月 頃 予 定 さ れ て
'
お り ま す i  東 芳手 都 者師 市

計 由 地 方 審 議 会 に 向 け て 諸 手 続 き を 進 め て ま い り ま す 。

②  沿 道 住 宅
‐

|     
・ ・ ・

中 層 住 宅 地 区

にD   程阜雇事狙巨莞= 鋼ヒ慶重 ( A )  と

に>   在員嬉事有ドー 宝L 区王 ( B I)  ・

３
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地区の

区 分

名 称 住 宅 ■商 業 複 合 地 区 沿道住宅 ・中層住宅地区 低 層 住 宅地 区 (ハ ) 低層年宅地(区 (9 )

面 積 域
ｈ
地
０

４

　

６

・居
／

７

　

０
住
０

持
争
¢

皇二在背皇呈蓬阜昌鳥住唐専
用槻   (200/60、150/50)

第一蓬幣高層住居専用地域
( 1 5 0 / 5 0 )   |

争1畿鳥井静途
建築物等の

用途の制限
る建築物は、抑撃Ｈ

確
は竹衛布
　
　
　
ヤ

こ
ン
所
こ
♪

牟零予曇
|:昌ぢ曇

号号

物f
i
t

(4 ) 病 院

次
物
く

く
　
　
　
く
　
Ｋ
く
く

　

　

て
　
　
く

t:遷
同
ち

宿舎又ぃ
18とに峯肇転iこ附辱手

襲難船研酪判酷詢鑢摘鞭薩

帥軸離諦度
1 0 分の 210

倒

翻

一　

二

1 0 分の 1 5

1 0 分の 2 0
1 0 分の 1 5 1 0 分の 1 0

難確吠蘇様醸

公
設
備
況
じ
高

1 0 分の 8 1 0 分の 8 1 0 分の 8 1 0 分の 3

建築物の敷地
面積の最低隈
度 騨

如
尾
０
る

摩
０
す

諄鹿ｔこ接る。

・６麹畿野
・‐売胸晰

邦雌似門

1 1 0 ポ 1 2 0 甫

壁面の位置の
制    限 暑に斡護箋韓艶

の道路及びその他の致地境界

替写宮よ

｀
雇是しP とあ建窪あ

隈度に満たない距離にある建

審当番僚季秀歓2撃雪手奮鍛
合はこの限りではない。

( 1 ) 車庫で、寄の高 さが(1督留腎:骨]骨母B嚢旨
t3声外壁文はこれに代わる

柱の中心線の長さの合計
が 3 m 以下であること。

建築物等の高
さの最高限度 雷臨痛崩高層午唇言

用地域 ―
キ 0 「n

―   一‐  ~=

建築物等の形
態または意匠
の制限

( 1 ) 建築物の外壁又はこれ

装獲脅曇磨?岳者墓目宰

|1景言雷督信暑:言3:こ
曾星

冒2号尋畳要脅虐槙3

③察鼻ラ讐を使用しないも
のであること。

建築物の外壁又はこれに代わる程の色彩rま周辺環境に配慮した色調とする。

かき又はさく
の構造の制限 掃81昇5導塁竪糞掌嵩設置督Sttβ葬多す?〒十で

F
T
も
?|
す～

氏



願 業のお知らせ 
:

1    戦9年7月18日

腎ずΨ腎〒TTT
ケ
【ょ封童轡|

盛夏の候(皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
|
     |

榎戸土地区画整連事業に対しましてはヽ 平素より皆様キちのご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。 |

今回のお知らせは、9年度の事業計画についての内容であり、事業としまして,よ E郵弱勘軽菊芭I 事等を引き続き夢

し、仮換地指定も1 9画地を予定しております。また、建物争窃陽掬こつきましても6棟を予定しております。

事業内容につきましては下記のとおりでございます。

|なお、工事等に際し地域にお住まいの皆様には何かとご迷惑、ご不便をおかけするかと思いますがご理解ヽ ご協力を

譲いいたします。    ィ

1. 道路築造正事及び整地工事

道路築造工事は平成6年度より実施し、平成8年度末までに道路延長8 0 2. 3 m が完了しt 平成9年度はヨ則|ド

及びちびっこ賜 齢Jの2箇所約3 4 5血の道路築造工事を予定しております。また、整地工事につきましても艶

正事た併せ行います。             |               ‐

呼成9年度の道路工事予定箇所〕

文工事箇所については異由凶参照

2. 仮 換 地 指 定     
t ・  |             ‐

十仮換地指定は平成6年1 2月よリー部指定を行い、平成8年度までに2 1画地約7, 3 0 0ポの指定を実施し、9々

につきましては、1 9画地約7, 6 2 0斎の指定を予定しています。                   
‐

■
| ※衝区番号については裏闘塾参照   !

3. 建 物 移 転         |

平成8軸 こは3棟のの 実施いたしました6

9年度は、118 - 3街区へ6棟の建物移転を予定しております6
‐
このため、関係する権利者の皆様と協議た進めてギ

ます。         
~
                   |               !

4. 建 物 調 査      ‐‐     1

平成9年度の建物調査につきましては、多3 ・1 ・6南多摩尾根幹線の計画線上にある建物で平成1 0年く 1 1範

1 8 二1 ■2 ・3の街区に換地先となる動 約2 0棟を調査させていただく予定であ

調査たあたちましてはt関係する権利者の皆様には事前に連絡させていただきt 日程を調整のうえご説明し調査を|

ていただきます。  i                             ‐

隠動時を移騒にづ面 の流れ〕 
~

 T
~
「 F= ■

図 :唇警べ華鶴距憂累韮雄蔓雇夕1彊
も. 用途地域の変更・地区計画案の今後のスケジュニル
!
平成9年3月3 0 日 (日) に稲城第3中学校体育館にて説明し■用途地域の変更・サゆ鈴距除主つ章ましては、1 1

の範 十画地序牽議会に諮る予定でおります。‐ |

そこで、都市計画法第1 6条第2鞠こ基づき、地区計画案の縦覧を別添同封のとおり行います。        ‐

その後、■般の方 鯖 1賭敬釣D に新 樋践第1 7条軽:づき角デ劉畷甥 憂 ・地区鞭際痢 造 芽 |■あ

なお、縦覧期日等につきましては、市の広報紙でお知らせします。         |   !

千:  !T
下・i下下i l ll

~
1古.3!|ぎ門響7

1盛夏の候(皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
|
     |

榎戸土地区画整連事業に対しましてはヽ 平素より皆様キリのご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。 |

今回のお知らせは、9年度の事業計画についての内容であり、事業としまして,よ E郵弱勘軽菊芭I 事等を引き続き実施

し、仮換地指定も1 9画地を予定しております。また、建物争窃陽掬こつきましても6棟を予定しております。

事業内容につきましては下記のとおりでございます。

|なお、工事等に際し地域にお住まいの皆様には何かとご迷惑、ご不便をおかけするかと思いますがご理解ヽ ご協力をお

願もヽいたします。    ィ

1. 道路築造正葛朝L郎 事

道路築造工事は平成6年度より実施し、平成8年度末までに道路延長8 0 2. 3 m が完了しt 平成9年度はヨ則1臨側

及びちびっこ賜 齢Jの2箇所約3 4 5血        定しております。また、整地工事につきましても道路築造

工事た併せ行います。             |               ‐

呼成9年度の道路工事予定箇所〕

文工事箇所については異由凶参照

2. 仮 換 地 指 定     
t ・  |             ‐

十仮換地指定は平成6年1 2月よリー部指定を行い、平成8年度までに2 1画地約7, 3 0 0ポの指定を実施し、9年度

につきましては、1 9画地約7, 6 2 0斎の指定を予定しています。                   
‐

■ ‐
| ※衝区番号については裏闘塾参照   !

3. 建 物 移 転         |

平成8軸 こは3棟のの 実施いたしました6

9年度は、118 - 3街区へ6棟の建物移転を予定しており,ます6
‐
このため、関係する権利者の皆様と協議を進めており

ます。         
~
                   |               !

4. 建 物 調 査      ‐‐     1   !     ‐

平成9年度の建物調査につきましては、多3 ・1 ・6南多摩尾根幹線の計画線上にある建物で平成立
‐
04ス 1 1年度に

1 8 二1 ■2 ・3の街区に換地先となる動 約2 0棟を調査させていただく予定であ

調査たあたちましてはt関係する権利者の皆様には事前に連絡させていただきt 日程を調整のうえご説明し調査をさせ

ていただきます。  i                             ‐
~
隠動時を移騒にづ面 の流れ〕 

~
 T

~
「 F= ■

‐   望み期 激レ阿目1回‐

も. 用途地域の変更・地区計画案の今後のスケジュニル

i 平が神召車3月3 0日 (日) に稲朋第3的 にて説明ャ■用鋼 の類 。幡 樋韓急にっ章ましては1 1
1,月

工 事 件 名 道 路 延 長 整 地 面 積 工 事 箇 所

道路第6号工事及昨 2 2 6 . O m 約2, 4 0 0 斎 ちびっこ】舜劇観J (1 8街酌

道路第7号工事及び整地工事 1 1 9 . O m 約5, 0 0 0ポ 割 il南側 西の橋付近

卿 蜘 鞍 醐 旨寅重重充豊 街 区 番 号 備 考

1 9 醐 7i C 2 0 ポ 18-3. 34. 35. 36枢 指定予定

唇警べ喜々麒賽
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す

つ
せ
ま

に
き
き

露償
協
た
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て
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移転にっきましをもt棟を予定しておちます古■!::!|
なお、1工事等に際し地域にお住まいの皆様には何かとめ巻熱
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ご不便をおカヤナするかと息いますが認 ■ご協力をお

6章の指定を予定しております。

調査rlあたりまして↓よ1菌係権利者の皆様
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榎戸土地区     のお知らせ 1姦
的

N O . 5 1ぶ0 4 2 - 3 7 8 - 2 1 1 1 ″歌泉9 4 2‐ ‐            」ヽU . 0 1査U 4 Z ~ じ! b ~ Z ■■■ r潤厭P 4 ち

早ヽ春の候R 皆様には益々 S 常栄のこと|お喜び申し上げますとまた〔榎戸        と対しましセ!は、「平素より

皆様のご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。      |          ■  ■l i  ■   ■|

今回のお知らせは、平成1 0年度までの事業進捗状況及び平成1 1年度の事業計画にっいてヽ 平成1 0年度の榎戸土地

区画整理審議会等たついての内容であります。       ■      .              ‐
1                

‐
 1

1 .      び整地工事              ‐  1   1  ‐

函瑳躍難主事は平成10年度末まる翌田部繰適聾鞠1, 2 1 3品あ浣了し、
!
輸 1-1会墳t達測1肱鉾を中

悶こ3件係姥5 2m ) の工薪 定しておりま坑 ま■、書 も重円11を辞 中々"       を図りま‐売‐

区画道路全体延長 道路築造延長 進 1捗 率

5 , 4 9 9 ｍ 1 , 2 1 3  m 2 2  %

※工事箇所については裏面図参照

葬子丁:|| 1丁Tず
:      氏        

!
   ‐    |

2. 仮 換 地 指 定    ‐

仮抑督疑 は、平成1 0年度までに3

ております。1 1年度は、1 8 - ■、

3 6街区を申邑に、2 6画拠約8, 6

6画地約 8 , 8 5 3 対の指定を行ち

1 8 ‐T 2 、 2 9 、 4 1 、 3 4 ( 3 5 、

4 ‐o m
2
ぁ指定を予定しております。

3. 建 物 移 転      | |

l o較 はヽ 多 3 。1 ・6号線 伸多閣議醐

り、1 1棟の建物移転の動 図 仏 1 0年度末で2

1 1年度も1 9棟のの 定しております。

全体建物棟数 移転予定棟数 移転棟数 進捗率

4 9 5  棟 4 8 6 棟 2 6 棟 5 。 3 %

4 . 建 ‐物 調 査

各年の建物移転計画に基づき建物調査を行うており、平成1 6年度の建擁鋼罰こうきましてはヽ 1 6棟の建物閥査をさ

せてぃただきく引き続き廉解権剰渚め皆様の3 郵糸 勒 を得ながら調査あ ておりまする平成1 1年度!キ 1 7募

の建物調査を予定しております。なお、建物調査をお熙 す`る権利者には事前にお知らせぃたします。

5!
‐
解

平成1 0年度の審議会は、下記の内容で実施いたしました。    ‐            ‐

開 催 日
△ 場 内 容

H 1 0 ,  8 .  7 市役所 4階 全員協議会室 :年畿背偏辱隆属逢募繰説隆しヽをぅ説萌
H 1 0 1  8 。 1 7 市役所1 4 階 全員協議会室 ・

堰守鼈轟!
こ
謁|
｀
声?暫呼浄声申

H l l .  3 ! 3 0 市役所 4階 全員協議会室 :謡|1罷8肇築に引準8説親

61 軸 の計画図及び用途地域図について                         '  |

!榎戸地区の計画図を新たに作成いたしましたで、簡 1賭¢塔様に送付させていただきます古    t   t

期 法 計画図に基づ鞠 設の輸 輸障甫担道路の用地空け、区団固海α隷箕    ) 来鍵 駆

事 (宅地:農地等) により順次仮換地指定を行ちています。また、裏面に用途地域図を掲載しており章すQ で、今後の

土地利用に活かしてくださにヽ          |                            ‐

権利者の皆様には何かとご趣去 ご不便をお力Wすするかと思ぃますが部 ご協力を濁願,ヽ たヽします。

※街区番号にういては裏画図参照

の計画道路上にあります建物を中心に、篇 建ψ培様のご協力にキ

6棟の建物の移転ができました。

蔀 的 豹

全体宅地面積 仮換地指定面積 進 捗 率

1 6 4 , 5 3 0  ギ 約 8 , 3 5 3  苗 5 . 4 %
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